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l 政務調査責の交付

7 .交㈱ 衆.安Z/途i野

甜 fl人会派含むO)
会派結成届のあった会派が交付対象となる (条例第 5粂第 1項)｡

政務調査費を受けようとする会派は､代表者及び経理責任者を定め､その代表者は

会派結成届 (規程様式1号)を提出すること｡

会派結成届の内容に異動が生じたとき又は会派を解散したときは､それぞれ会派異

局 (規程様式第2号)又は会派解散届 (規程様式第3号)を提出することO

月の初 日における所属議員数に月額 6万円を乗じた額を交付する (条例第 3条第 1

堰.第2項)｡

[&F=芸琶冨芸芸;三三所属議批 変動があったときは､次の月から新たな所属議員 〕

[豆:亘二二]
月の初 日に在職する議員に月額 25万円を交付する (条例第 4条第 1項)｡

〔 月の途中において､議員の辞職等があったときは､その月の分まで交付するO 〕

2 脚 臓 的鏡野

会派の代表者及び議員は､毎四半期の最初の月の 10日までに､当該四半期に屈

する月数分を知事に請求する (条例第 8条第 1項)｡

知事は､請求があったときは､速やかに交付する (条例第8条第 3項)O

嶺 求 公 交 付 .時 期 交付方法

第 7四半期分 ( 4月～ 6月) , 4月下旬頃 口座振替第 2四半期分 ( 7月～ 9月) 7月中旬頓 .

第 3四半期分 (10月～ 12月) 70月中旬頃

※請求及び交付時期の問い合わせは､議会事務局総務課 (総務班)まで｡電話 018(860)2日2

11 政務調査費の使途
政務調査費は､次のとおり ｢会派｣及び ｢議員｣に応 じた使途基準が定められている

(規程別表第 1及び別表第 2)o

(注)r条例｣とは r秋田県政務調査費の交付に関する条例｣(平成13年秋田県条例第45号)をいい､｢規

程｣とは ｢秋田県政務調査資の交付に関する規程｣(平成13年秋田県議会告示第1号)をいう｡



1会旋交付ガの慶遼基準
使途項目 使途の内容 具 体 例

調査研究費 県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費 ○海外調査､県外調査､県内調査

(地方行政調査､先進国事情視等､先進都道府県視察､研究所
視察､被災状況聴取､現地の実態調査等)

(調査委託費､交通費､宿泊費等) ○県政に関する執行部からの説明及び意見交換会
(費用弁償支給日を除くo)

0国. 県.市町村.各種Ei]体等が主催する会言叢等
○県政に関連する有識者等との意見一情報交換
○匡卜や民間団体等からの情報収集及び要望活動
○各種調査委託

○各種議員連盟会費及び活動
○政策研究会等各種会費

研 修 費 研修会､講演会等の実施に必要な ○フォーラム.勉強会等の開催

経費並びに他団体が開催する研修 ○研修会.講演会等-の参加

会､講演会等への所属議員及び会派の雇用する粒員の参加に要する経費(会場費､機材借上費､講師謝金､会費､交通費､宿泊費等) 〔嚢 還 姦策雪質慧 孟 篤 農 悪法 資料代､ 〕

会 議 費 各種金言義に要する経費 ○会派各種打合せ､検討会等の開催
○会派議員総会(費用弁償支給日を除くO)

(会場費､機材借上費､資料印刷費､交通費､宿泊費等) 蓋要発等賢悪意 驚 5欝 上費､資料代､謝金､ 〕

資料堆成費 言義会審議に必要な資料を作成する ○委員会審議資料の作成
ために要する経費 ○議会審議の勉強会の資料作成

(印刷.製本代､原稿料等) [ 印帥 製本費.コピー代.原稿札 写真代､資料作成委託費 ]

資料購入費 調査研究のために必要な図書.栄料等の購入に要する経費 ○専門図書の購入
○参考資料(新聞.雑誌等)の購入

(書籍購入代､新聞雑誌購読料等) 〔資料購入費､購読料等 〕

広 報 費 議会活動及び県政に関する政策等の広鰍 舌動に要する経費く広報紙､報告書等印刷費､送料､交通費等) 0会派議会活動広報紙及び報告書の発行

0ホームページによる広報活動

[印鵬 本費及び発送札 ホームページ作成項 新委託料等 ]

事 務 費 調査研究に係る事務遂行に必要な経費 ○事務用晶等の購入(用紙､封筒､ハガキ､カメラ､消耗品等)

○事務機器(パソコン､FAX､複写機等)の購入及びリース

(事務用品.備品購入費､通信費等) ○インターネット接続契約

｢悪霊宗惣 莞 欝 ㌻義 認 事務鮒 修理代､〕

人 件 費 調査研究を補助する職員を雇用する ○政務調査業務を補助する事務職員(常用､臨時､アルハ'イト等)の

経費 雇用

2!



2 腰 愛好ガの庶遼基準
使途項目 硬達の内容 具 体 例

調査研究並びに調査委託に要する (地方行政調査､先進廃車情視察､ニ恭蓬都道府県視察､研究所

S# . 視察､被災状況聴取i表地の棄態調査等).○県政に関する執行部からの説明及び意見央換ム
(調査委託費｣交通費ー宿泊費S_) a , iX.三三､■(費用轟償支給日を除くBp)

○匡ト県.市町如.各種歯振等が主催する会議尊への参加
○県噂に関連する有識者等との意見.情報交換 p
○圏や喪閤回線専からの情報収集及び重要唐動 .
○各種調査委託
o各種議鼻連盟会責及び活動
○政策研究会等各療会費

.研 修 費 団体等が開催する研修会､講演会 ○フォ-ラム.地域懇談会等-の参加
等への議員選ぴ議員の雇用する秘 ○研修会-の秘書等の派遣

会 議 費 地域住民の県政に蘭する草堂及び意見を聴取するための各種会議の開催並びに他団体が開催する会議 ○県政報告会の開催

○地域との懇談会の開催
○国.輿.市町村.各種団.体等が主催する会議-の参加

資料作成費 講会審議に必要な資料を作成する b資癖の作成
ために草する雀費 0議会審議の勉強会の資料作成

(印刷.製本代､原稿料等) 〔印町 製本乱 読 ｣代､写真代､原稿料､資料作成委託費]

資料購入費 調査研究のために必要な国賓､資料等の購入に要する経費 ○専門図書の購入

0法令集の加除
○参考資封(新聞機 誌等)の購入

(書籍嬢入代､新聞雑読購読料等) 〔資料落人東､購読料等 〕J

広 報 費 議会準動及び県政1=関する政策等の広報活動 だ要ずる経費(広報紙､報告書等印刷費､送料､交通費等) ○議会活動広報紙及び報告書の発行

0ホームページによる広報活動

巨 細 製本費及び郵 弧 ホ-ムベ⊥ジ作成.更新琴託料等 〕

事務所費 調査研究活動のために必要な事務 ○事務所の賃借

○事務所の電気､ガス､水道､電話の使用
所の設置､.管理等に要する経費 ○事務所の清掃.警備委託

(事務所の賃借料､管理運営費等) L漂 霊荒恵 豊苧楓 電鍬 清甲.誓願 級 火竿 〕 .

事 務 費 調査研究に係る事務遂行に必要な ○事務廃品.事務用鴇羊の簸入､電話(携帯)使用

経費 ○高額な事務用横幕(パソコン､FAX､複写横等)のリ-ス
oインターネット接続奏約

(事務用晶.備品購入費､通信費等) 〔琴 髭 欝 臥 リ欄 ､電話臥 てン弓

人 件 費 調査研究を補助する職員を雇用する ○政務調査業務を補助する軍務琴皐膵 界.時好､ア肋 rヽイト等)の



‖ 使途基準の運用指針

7 交ぜ摩 ･慮汝昏

交通費 .宿泊費の支出については､実費又はこれに相当する額 とすることD

現地経費については､会派交付分の政務調査筆削こおいて､会派が所属議員

に対 し個々に旅行命令を行う場合 に支出できること｡

(｢県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例｣(昭和22年秋 田県条例

第10号)に基づいて計算 した旅費の額を参考とする｡)

D交通費の支出

(う 政務調査業務に係る飛行権､JR､私鉄､バス､地下鉄､タクシー､高速道路料

金､駐車料金､自家用車のガソリン代等に支出できること｡

② 交通茸に他の活動と重複部分がある場合は､合理的な割合で按分すること.

(例 .自家用章を使用した場合､ガソリン代の総額を按分)

③ 自家用尊を使用した場合､ガソリン代の実費に代えて ｢lkm当たり37円で計

算した額 (※1)｣で支出できることo 距離は実測によること｡ 1km未満の端数

が生じた場合は切り捨てること｡

(※ l)｢県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例｣の基質 (1kmにつき)37円

･交通黄の証拠書類

(力飛行機､JR (利用した際の領収書又は旅行代理店発行の領収書)

②私鉄､バス､地下鉄 (領収書を取得できない場合は､支払いメモ等証拠書顛)

(卦タクシー､駐車料金 (利周した際の領収書)

④高速道路料金 (利用した際の領収書又はETCの利用明細書)

(勤自家用車の使用 (給油した際の領収書又は尊賃 〔37円/km〕

で計算した書垂を収支報告書に記載)

･宿泊斑の支出

(手 指泊章は､1泊につき ｢県議会議員の報酬および栗岡弁償等に関する条例｣の

宿泊料 (※2)を限度とすることO

(参 海外調査や他者主催の視察で宿泊施設が指定されているなど､宿泊費の限度額

では調査研究活動に支障が生ずる場合には､限度額を超えて支出できることO

(※ 2)｢県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例｣の宿泊料 (-夜につき)

甲地方 (大都市) 16,500円 乙地方 (地方)14,900円

･宿泊費の証拠書類

宿泊施設が発行する領収書又は旅行代理店発行の領収書

■〉

リ



[家宣]
県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例 (抜粋)

(別表第-)

鉄 道 賃 航空賃 車 賃日Kmにつきト 領地経費日 日つき) 宿泊料 日 夜につき)l 甲地方伏都市) 乙地方(地方)

交通費 .宿泊費の計算例 (議員交付分)

●計算例 1 (日帰の政務調査活動)

自宅から秋田市内△△△事務所 (片道45km)まで自家用車使用の場合

駐車料金 (領収書) 500円
高速道路料金 (領収書又はETC利用明細書) 3,000円(往復)

ガソリン代相当(37円/kmで計算) @37円×90km-3,330円(往復､1km未満切捨て)

合計額 6,830円

(i)ガソt/ユ′作舶 3,330ノ甲ぽlガンL/ン作の藤野をj賢かL,T乱者冶 Tきることo

●計算例 2 億 泊が伴 う政務調査活動 )

自宅から東京都内△△△事務所まで 1泊2日の飛行機使用の場合

(秋田空港までは自家用車を使用 〔片道10km〕)

飛行機 (旅行代理店の領収書等) 29,000円(往復)

宿泊料 (旅行代理店の領収書等) 9,000円(1泊)

駐車料金 (領収書) 1,000円(秋田空港駐車場)

タクシー (領収書) 3,000円(東京都内移動)

ガソリン代相当(37円/kmで計算) @37円×20krn - 740円(往復､1km未満切捨て)

合計額 42,740円

(̂%)ガンL/.ン作舶 740Fyぼ.一ガンL/,ン作の,静粛を彦分L,TるjtGできる こと o



交通費 ･宿泊費の計算例 (会派交付分)

●計算例1 (日帰の政務調査活動)
自宅から秋田市内△△△事務所 (片道45km)まで自家用車使用の場合

高速道路料金 (領収書又はETC利用明細書) 3,000円 (往復)

ガソリン代相当t37円/kmで計算) @37円×90km -3,330円 (往復､1km未満切捨て)

合計額 6,330円

●計算鰍2 摘 泊が伴う政務調査活動)
自宅から仙台市内△△△大学まで 1泊2日の新幹線利用の場合

(JR秋田駅までは自家用車を使用 〔片道6km〕)

JR (旅行代理店の領収書等) 19,760円 (往復)

宿泊料 (旅行代理店の領収書等) 9,000円日泊)

タクシー (領収書)r 3,000円(仙台市内移動)

現地経費 (条例に準拠 :宿伯l,300円×2日) 2,600円

ガソリン代相当(37円/kmで計算) @37円×12km- 444円 (往復､1km未満切捨て)

合計額 34,804円

(汰) 会派交付分において政務調査活動に現地経費を支出する場合は､r県議会議員の

報酬および費用弁償等に関する条例｣を参考とすること｡

海外調査の場合､議会事務局総務課総務班 (電話018(860日112)に現埠経費の額

を寵すること｡
IuJ
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2 倉 .管

議員の経営者としての資格等､個人的な資格要件で加入している団体 (∩

ータリークラブ､ライオンズクラブ等)の会費の支出は､政務調査費の対象

経費としないこと｡

会議や研修会等と一体性 ･連続性のある懇談会費は､政務調査費の対象経

費とすることができること｡なお､ 1回当た り1万円を限度とする｡

･政務調査費の支出が不適当な会費の例

①個人の立場で加入している団体などに対する会費等

(町内会糞､pTA会費､商工会費､同窓会費､ライオンズクラブ､ロータ

リ-グラブの会費で議員個人の立場で加入している会費等)

②政党の活動に伴う党大会､党費､党大会賛助金等

③他の議員の後援会や祝賀会に出席する会費

④宗教団体の会費

⑤冠婚葬祭の会費

⑥親睦又は飲食を主目的とする会合の会費

年会費 ･月会費の支出

政務調査費は､｢議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として｣(条

例第1条)交付されるものであり､年会費や月会費等の政務調査費からの支出に

ついては､その団体の活動内容や実態を十分勘案の上､その可否を判断すること｡

なお､特恵の課題に関する調査 ･意見交換等を主たる目的としている議員連盟

会費の支出は差し支えない｡

公職選挙法上の制限

自己主催の研修会や報告会､会譲等において､議員の選挙区内にある者に対す

る食事や飲食の提供は､公職選挙法で禁止されている r寄附｣に当たるので留意

すること｡ ただし､茶菓を提供することは差し支えない｡

(公職選挙法第 199条の2)



3 事務館曹

_ 会派及び議員の政琴調査活動が噂の活動と滞然一体となっている場合に､

他の活動に要レた時間を含めた総時間に対する政廟調査演動に要した時廟の

割合E羊ようて経費卑按分し､政務調査活動に要した経費相当額を政務調査費 -

堂ゝlA 0 --E}rコ O -

(自宅を事務所として活用している場合)

′議員の自重を政務調査活動を行う事務所として漉用している場合､賃借料

と.して､政藤調査費から支出しない.ことが望ましい○

･事務所糞 (貨億料及び光熟水費等)

〔応苦警芸芸警警 警 所等と兼ねている場合は､政務調査活動に充てている苧態う

4 暴露曹

(高額備品等)

議員交付分の政務調査費において､議員の資産形成につながる可能性が高
い高額備品 (取得価格の単価が 10万円以上)の購入代金を対象経費としな

いことが望ましい｡自動車や高額なテレビの購入代金及びリース料は､事務

機器ではないことから､政務調査費の対象経費としないことが望ましい｡

ただし､レンタカーやバスなどの一時借上げについては､その費用を政務

調査費の対象経費とすることができること｡
(注)高額備品について

企業会計原則において､取得価格の単価が10万円以上のパソコンや複写機､

カメラなどを工具器具備品 (10万円未満は消耗品)として会計処理している

ため､これを資産形成につながる可能性が高い高額備品とした｡

･自動車の維持管理費

〔蓋 諾 慧 議 讐 這讐 警芸2'芸こL7.0購入代を含むo)の桝 管理費は〕

･通信費

政務調査活動と他の活動が一体となって使用されている通信費は､通話時間や使

用頻度で按分する｡T般電話､ノ携帯電話の利用明細を発行してもらい､相手番号に
より振り分け､按分する方法も考えられる｡



5 人件費

(按分方法)

会派及び議員の政務調査活動の補助業務のために雇用 した職員が他の業務

を兼ねている場合に､他の業務に要した時間を含めた総時間に対する政務調

査業務に要した時間の割合によって経費を按分し､政務調査業務に要した経

費相当額を政務調査費の対象経費とすることができることO

政務調査業務

按分割合 (%)-

政務調査業務 + その他議員活動業務等

(親族の雇用)

議員の親族を雇用し､その費用を̀政務調査費の対象経費とする場合は､県

民から誤解を招くことがないよう雇用状況の証拠書類 (雇用契約音､勤務実

績表等)を適切に整理しておくこと｡

雇用した職員が､専ら政務調査業務に従事しているのであれば全額政務調査費の

対象経費とすることができるが､他の業務を兼ねている場合は按分すること｡

6 鮒 LI兼題 ダ~名著屠

(1)按分割合は､特別な場合を除きi2分の lL i限を設定

政務調査とその他の議員活動 (政党活動､選挙活動､後援会活動など)
が一体となって行われている場合は､特別な場合を除き､按分割合を2

分の 1 (50%)に上限を設定するO

按分している経茸の例

〔

①ガソリン代や乞えシー代等交通監

②事務所の貸借料及び光熱水費

③備畠購入やリース代及び携帯電話料

④事務職員の雇用経費

(2)事務所賃借料や光熱水萱､電話料､事務職員の雇用経費等に関して

J政治資金 (政治資金規正法)｣と按分する場合

事準所が後援会事務所 (政治団体)と兼ねている場合､事務所.の隻貸

借契約等が後援会名義であることが一般的であり､賃借料等は政治資金

から支出される｡,㌔

こ㈱ (覚書)隻

を結び､卿 を適切

に整琴棚 収入として計上す
るなど適切な処理が必要となる｡



(3)政務調査資の支出が不適当な例

〔

〔

･政党活動

①政党のパンフレット､ビラ等の ｢印刷｣､｢発送料｣

(参政党組織の事務所の設置維持経費 (人件費を含む.)

③党大会賛助金､党大会参加費､党大会参加旅費等､会派の役員経費

･選挙活動

①選挙に当たっての各種団体への支援依頼活動､選挙ビラ作成

②選挙活動費

･後援会活動

〔 ①後援会のパンフレット､ビラ等の ｢印軌 ､｢発送軌〕

･弘的経費

①慶弔鎮別費等 (病気見舞い､香典､祝金､鍾別､寸志､中元､歳暮､慶弔

電報､年賀状等)

(診冠婚葬祭の出席 (葬儀､祝賀会､結婚式､祭り)

(参宗教活動 (檀家総代会､報恩講､宮参り)

④観光､レクリエ-ション､親睦会､私用用務等による旅行

･その他

〔 ①事務所購入費 〕

lV 収支報告書等及び記載例

7 収支｢静善言等の庶出
会派の代表者及び議員は､その年度の収支報告書を作成し､年度終了日の翌日か

ら30日以内 (通常は4月1日から4月30日まで)に議長に提出しなければなら

ない (条例第 10条第 1碩)こ

なおJ会派が解散し､又は議員が辞職等した場合は､その翌日から30日以内に

議長に提出しなければならない (条例第 10条第2項､第3項)a

収支報告書を提出するときは､当該収支報告書に記載された支出について､当該

支出の目的､金額及び年月日を記載した領収書その他の支出の事実を記する書類の

写し又は支払証明書を併せて提出しなければならない (条例第 10条第4項)a

2 粛好富子の鹿の.貢Bの暴君をHすa書好 日9頁､20頁春矧

｢領収書その他の支出の事実を証する書類｣とは､具体的には次のとおりである｡

0 ｢領収書｣とは､｢当該支出の目的､金額及び年月日｣が記載されたもので

10



なければならないこと｡

② 領収書以外の ｢支出の事実を証する書類｣としては､次の書類を挙げること

ができる｡

ア 口座振込金受取書

イ 口座引落としが記録された通帳

収支報告書に記塾された支出に係る領収書その他の支出の事実を証する書類を ｢

領収書その他喜変真裏寸用紙｣に貼り付け､必要事項を記入の上､その写しを収支報

告書と併せて提出kなければなら.ない (条例第 10条第 4項)｡

なお､会派の経理責任者及び議員は､領収書その他の支出の事実を証する書類の

原本を5年間保存しなければならない｡

3 .支瀦慶櫛夢 (21頁参照)

過重重畳室長置載された支坤 こ係る領収書その他吸支出の事実を証する書類の取

得が困艶な事情があった場今は､支払証明書を作成上､会派の代表者又は議革が記

名 ･押印の上､原本を収革報告書と併せて提出しなければならない (条例第 10条
第4項.規程第6条)｡

なお､会派の経理責任者及び議員は.その写しを5年間保存しなければならない｡

_貢滋 粛 好･iJ1-を 虎 成 ･題 超 す~る場 合 の G a の 甜

領収書その他の支出の事琴を記する書類の取得が困難な事情があった場合に支払

証明書を作成 ･提出する際には､その具体的な理由を支払証明書の摘要欄に記載するq

な お ､ 領 収 書 そ の 他 の 支 出 の 事 実 を 証 す る 書 類 の 貰 い 忘 れ や 紛 失 し た 場合は､適

則 と し て 再 発 行 の 手 続 が 必 要 と さ れ る が ､ 取 得 が 困 難 な 場 合 笹 ､p支 払 証 明 書 を 作成二
提 出 し な け れ ば な ら な い ｡

会 派 及 び 喜義員 が 保 管 す る喜正拠 書 類 と議 長 に 提 出 す る書 類 の 相 関 図

II

i

甜 『 t g ⊆ 呂 i 巴 闘.…喜慧 ≡ 慧 れ . 警 禦 書 禦 .-.郡 .帯 -れ た通 帳 写 し

･X会 iTTre及 び 喜義員 は､政 務 調 査 費 に係 る領
収書 などの雷正拠書類を5年間 保 存 しな け
れ ば な らない (規 程 第 8条 ).



4 度長の鰯 EI貰iE
議長は､必要に応じ､収支報告書等の内容について調査を行うことができること

になっているO収支報告書等の内容を確認するため､会計帳簿や証拠書類の提出を

求めることもあるO

その結果､必要があると認められるときは､議長は､会派の代表者又は議員に対

し収支報告書等の是正を求めることができる (条例第 11条)a

5 脚 査膏の虜置
政務調査費の支出に残余がある場合は､返納しなければならないO

この場合､県から返納通知書が送付される (条例第 12条)0

6 収 青野善書等の願 趨雛 _I_

議長に提出された収支報告書等は､県内に居住する者及び県内に事務所又は事業

所を有する個人又は法人が､通常､7月 1日から議会事務局図書室で閲覧できるo

ただし､収支報告書等に秋田県情報公開条例第6条第 1項の非公開情報が記録さ

れている場合には､非公開情報に係る部分については､閲覧することができない

(条例第 13条､規程第9条第 1項､第2項)｡

ノなお､写しの交付が必要な場合は､情報公開請求できることになっている.

(非公開情報例)

個人に関する情報

(例 ･事務職員氏名､個人の振込口座､支払先の個人名 (法人は除く)､個人の印鑑の印影など)

12



7 俊彦静芳彦の脚 (wÂ･#)

別記様式 その 1 (第 10条第 1項関係)



平鹿 ●●年度政務調査費収支報告書

会派名 ● ● ● ●

1 収 入 鵬 重要 7,200舶 1.～7:-顔 ;7-L!..., ～.,-､;.こゝ寸暴け兼敏掛 1L,∫昭 漂彫 男照 震絹 …捌 9,%);I:7,洋二=三

2 支 出
(単位 .円).

I3.残 項 目 支 出 額

調季研究費 2,224,268-

研 修 費 加6,600

余 儀 費 1651200

資料作成箆 119.300

資料購入費 193,.76岳

広 報 費 2,699,700

人 件 費 . 600,000

(汰)主な支串内容については､支出内訳書に記載すること○

14



貸 手支 出 内 訳 書 二億 ､㌔ 落 丁

項 目 ` 内 訳 春∴使 途l(経費内 容

詞書研究賛 竃 芸芸蓋表芸2(具表芸塁～韓国交通劉 ….藁 葺 洛 ∴.-_.

塁漂書管ふ警芸翌苧i呈孟夏誓 一芸是是細 流協会等' 藩 明拳 耕 震 鮮 粋 等:i;jJ等:.
交通茸 .福治党等 ニ656,400円

(県外欝査)
･10月4.日～6日 (香川県､岡山県)
環境対策親交 (●●ゴミ処理場視察)
雷用対顔状況視察 (●●ハローワーク)
参加者 :●●議長,●●出鼻他
交通党 .痛泊資等 :454,500円

/ー0月ー5日～ー7日 (仙北市､鹿角市､北秋田市)
頼光施設関連調査 (●●スキー塙､●●ホテル等).
参加者:-●●浅見､-●●蛾見地

＼日当 .宿泊菜等 ..132,500円

1(洪且連盟会費) 野蛮顧東沖玩駁:会_
一●●エネルギ一銭艮連盟 (3.800円′月額×12回×ー0名)360,00､0円 態藩動か者政義i者婦.
･マル●●イア法泉連盟 (2,000円′月額×12回×ー8名)240.000円 合は∴潮紙に把せレ

2.224,268 畢鋼秦等野草帝除二三∴､研 .修 党 7月7日 中心市街地活性化シンポジウム出席 (東京都)交通史 ,宿泊史 ..ー94,50.0円 参加覚 :30,000円

7月gL日 医師不足確保対策フォ-ラム開催 (秋田市)
参加者 :●●浅見｣●●洗見､●●沫島地

染料印刷代 :43.600円 ,600

会 (自己開催).8/月22日 ●●会派雄鵬 会 (秋綿 ) / L(他者開催)
一月 1-0日 放娃憩放念 (秋田市)

参加者 :●●浅見他 交通史 :36,700円､余栄 :40.000円

165,200

茸料作成溌 ･.教育基本法改正に粥する茸料作成党46iOOO円
･降車者自立支援法手引き作成党 26,000円
･中心市街地活性化調査報告者作成党 (写実規練代含む.)47,300円.

日9,308
･者蒲肪入党 .34,000円

･会派韓会活動広報紙
編集料..印刷代 (9月)62 5,800円 (8万部)

広 報 費 配付料 8 0 0,000円印刷代 (2月) 5 2 3.900円 (8万部)
配付料 7 5pO.000円

2,699,700

* # * ･事務用晶等購入菜 (文房具､消耗品代)2ー2,731円.

一速借受 (電話料､郵便料)156,94()円
･コビ-機カウンタ-料 296,74_6円

･デジタルカメラ49,5bo円 ∵番毒素p-.㍗;‥7/.ミT:慕瀕発蒙れ孝だ献､_:Ja辛坤
･インターネット嬢毒売料 (5,000′月額×12回)60,000円

p775.917

^ # # ･事額嬢鼻東金のうち政務群査菓務分50%

100,ODO円′月額x50%×ー2図-COO.000円 600,000
(注)内容欄 には､主な事項 とそれぞれの事項に対応する金額を記載すること○



8 俊 彦潜普夢の脚 ㈲

別記様式 その2 (第10条第 1項関係)



平成●●年度政務調査費収率報告書

ン､句こくJ

.養営依費野犬;≡.L潮教組

2 支 出
(単位 :円)

1 硝 目 1 支 出 春吉

ド - 研究費 5日訂

3 残 研 修 費 91｣500

会 誌.鷲 29,650

-資料作成費 86,000~

資料購入費 176.768

広 報 費 一,029,236_

事 務 所 茸 40,550

象 琴 費 .3ー4,9舶

･._㌔-ゝp7<と○;毒せ&;,;-?.護義朗妙 対 象 );､三､も,p､

(注)主な支出内容については､支出内訳書に記載する.こ

余 0円.



億 由 .蓉 id勺.l 由 嘉を:.
項 目 内 訳 威 -.‥三.､＼

調査研究費 (県外調査) ._転 載

･晶芸描 言霊 晶諸 芸忘等 (文糾 学省等, ≡黍 車 翠
交通艶52,550円､宿泊党30.000円､夕クシ-代 3,25(】円(

･7 ー6 -19日 レム分∴-.,:.掛こ.~境:.

交通史97,650円､宿泊費48,000円.夕クシ-代 5,000円(県内調査)･県内政務調査活動ガソlJン代､宿泊費､高速料金等合計 250,898円 ._≡.:脊令&#分A亡⊃-fp-岩指富払怠二

4月 74日-76日 (秋田市.男鹿市)災蕃調査協演
5月24日～27日 (湯沢市.由利本荘市)環境問題ヽ雇用対策調査
6月25日-28日 (能代市.藤里町)観光 .物産振興調査

ー0月25日～27日 (鹿角市)中心商店街弔査

･資源エネルギー開発法艮連盟全党 (4月⊥3月) 篭渚禦纏華酔串の=t;=.

5月25日 24,Od′0円 (2.808円′月鏡×12回) 51一,348

研 修 費 7月 ー3日 他産地消地域憩放全 く秋田市)5,000円
11月 26日 少子高齢化社会フォーラム (大館市-)20.000円
一月 7日～9日 地方自治研修会 (東京)

交通党 J負担金等66,500円

9一.5Loo

会 議 党 (自己主催) 溌 寿涛申鞍

会場億上判7.000円 茶薬代3,000円 .

(他者主催)
9月25日 仙北市観光振興協津金 (仙北市)

交通党 .負担金 19.650円

29.650

資料作成 鍵 ･本県の高速交通体系に軸する資料作成等革務用品代46,000円
7月7El ノ写実現像代 ､26.000円
8月24日 プリンタ-用紙 20,0.00円

･コビ-代 ′40,000円

86.000

5月11日 独立行政法人 .他 一冊 5,000円 薄さ､…1~さ;.複虫歯蔀を幣p,-管7月 12日 指定管理者制度の概要 他 6冊 21,000円
ー2月 1日 横会運営の実際 (暮～棚) 48,000円 .
p新滞購読料 702∴ 768円

(秋田8新開､朝8新聞､専専農業新聞)

ー76.768

広 宅 溌 ･銭金活動報告紙印刷代 584,300円.

6月20日 (支払 日) .279,300円 (20.000部)
3月20日 (支払 日) 225,000円 ( 〟 )

･席会活助報告紙発送代 524,936円
6月3O日 28J4,936円

+1.029.236

上水道料金 ー2カ月分 24,500円 ･警 務 野 蚕鷹 蚤
下水過料金 .lZカ月分 2㌦ 000円 . 40/50

書 林 車 ･事務用品等購入発 く各種消耗品代)

76 ,000円のうち政務 調 査党から25,000円を支出 て.鞍鞍配郵軌 ;∴=.Ip:;:.T､
リ ソヾコンリ-ス料72ー000円 (12,008円′月額×6回)
郵便料 45.000円 314,948

人 件 党(漢)内容楠 には､一事耗破風賃金のうち政務調査寒林分 50%､

18



9 顔好夢その彪鮒

m 7 一静行錐 の静贈



W2 棚 の屠紺 個槻

20



19_脚

支払証明書

調査研究費 H18.7,2 ･pi,

i 鷲.. (東京)薪幹緑往復運賃 (4名分)

ー32,ODO JR東日本 ※自動販売機から購入し､領収書を
う時間がなかったため

-,.留 意 事 項 -′

研修費 HIS,7,14 壁;L!≡Z.拷食育シンポジウム (名古屋)新幹線往復運賃※支出総額75,800円のうち55.000円･を支出○※支出総額○○◆円を〇〇%で按分※自動販売栓から焼入Lt領収書を.i3 すね ヽ --
55,008 +.( A LT - .JR東日義 ...,.L

上記のとおり相違ないことを証明する｡

氏名 〇 〇 〇 〇 牽)



∨ 会計処理

7 会,,-af療育の澱 皮が5#静 の藍曹 ･尿管
会派の政務調査斐経理責任者及び議員は､政務調査費に係る収入及び支出について､

会計帳簿を調製し､その内訳を明確にし､証拠書類を整理保管しなければならないO

保存期間は､収支報告書等と同様､5年間となっている (規程第8粂)｡

保存期間の算定は､収支報告書等の提出期限の翌日から5年を経過する日となって

おり､通常は､毎年の提出期限4月30日の翌日 (5月1日)から5年を経過する4

月30日までとなる｡

整理 ･保管することが望ましい証拠書類を参考までに示すと､次のとおりである｡

会計帳簿及び領収書その他書類貼付用紙 (支払証明書を除くo)等については､任

意様式で差し支えない｡

なお､マニュアルに掲載した条例 ･規程横式や任意様式は､議会事務局政務調査課

において､エクセル仕様で作成 ･所有 しているので､データの配付 ･配信が必要な会

派や議員はその旨申し出くださいO

整理｡保存が望ましい証拠書類(会計帳簿及びその館成根拠となる書類)

※会計帳簿を作成することにより､月ごとの収入p支出項目名やその金額､月末残額などを把握できる｡
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2 合評脚 の脚 (KA･̂#)

義琴 蕃JS一g⊃喜lZ~V' 萱等 繕 畿 整 喜…1或 産室亡i
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3 慶欝脚 脚 個垂鳩)

亘や G一._LJ･ン◆Jpt

:,.,7′二i:/,㌔葦++i:il† ■=⊃ ⊂⊃ くp ⊂> ■=ト ¢ ⊂:⊃⊂:⊃t:⊃LJI ⊂⊃ .守

⊂⊃

演港 畠 P

'染,iL茸 潜

チ :I.:義 慕
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蘇 義瀧葦

ミミ=:二儀 ･u,>-

寸 S= . ･曽 畠

畔

沖.=澱

a 監 =ヽ 票 * <= I) < 潮 義郎 SB噸 #鰹 捕襲 l令 #瑚

芯瀬* 鵬i相 >架 普機毛】秤rtL1托H偉 @幽 .㌔恢* 槻帥 辛深.紳 霜食卓 a# A牌 離I 匿S ノ＼'T ･蝶甜 把甜 蕊如
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<参考様式集>

会計帳簿(会派用)

会計帳簿(議員用)

領収書その他書類貼付用紙(会派r議員共通)

※任意様式



痩車.

守車重i._

嵐嘗潤:1;~1線+帯翠
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政務調査費 会計帳簿 (平成 年 月分)

ー

1

4

5

6

7

-8

9 I

10

1ー

12

1_3
､ー4

15

ー6_

ー7

ー8

19 i

20 i ｣ _｣ __ー_

I.=_=海虐鰍 = i



領収書その他書類貼付用紙

※任意株式 (会派 ･議員共通)

28




	名称未設定



